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1．事業計画・全般的事項 

1) 審査会（令和 5年 8月 30 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 走行ルートについて、「補助的に篭ノ

瀬交差点 4 号線のバイパスの方へ」に

ついて教えてほしい。 

現況でも交通量が多いため、主要な

幹線道路までアクセスルートが短い西

側の搬出入ルートを推奨するという意

味です。 

方法書 

p.1-9 

(9) 

要約書 

p.9 

2 どこの渋滞を気にされているか。 施設の南側を東西に走っている道路

です。 

－ 

3 南側道路の渋滞を気にするのであれ

ば、左折出庫の方がスムーズと思う。こ

の道は現状でかなり狭いので、大型車

両が左折出庫するのは難しい問題と思

うが、一方で、右折しても交差点が近

く、そこの交通を阻害せずに入出庫が

できるのか。 

敷地内に滞留し出られずに止まって

しまうことも懸念される。都市計画道

路のため北側に寄せているということ

だが、その都市計画道路ができあがっ

た時も考えて入出庫口をつくらないと

いけないと思う。 

 完成後の出入口については、入口、出

口を分離する方向で検討しています。

出口に関しても交差点との位置の関係

を考え計画を進めています。具体的に

は準備書に記載します。 

－ 

4 工事用車両の走行ルートは、供用後

の走行ルートについての記載と同じ考

え方で想定されるのか。 

工事用車両について想定する走行ル

ート、および事業主が工事業者に提示

する走行ルートについては、準備書に

記載します。 

方法書 

p.1-9 

(9) 

要約書 

p.9 

5 既存の DPL 仙台長町が西側に隣接し

ているが、機能的に連携はしないのか。

その道路を介さずに行き来することが

できるのか。 

併せて考えると、おそらく入出庫ル

ートもいくつかまた候補として増えそ

うな気がする。そこまで検討されてい

るのか。 

既に稼働している施設との連携につ

いては、入居するテナントが異なる可

能性があるため、現実的に運用可能か

も含めて検討しています。 

ここでいう「連携」の検討は給油所の

共有の有無であり、長町Ⅰ、長町Ⅱの出

入り口を共有することはありません。

－ 

6 南側の都市計画道路の開業時期と拡

幅工事の時期はいつか。 

明確に仙台市から開業時期について

明示をされておりません。我々として

も物流施設との連携もあるため、仙台

市に働きかけ、この時期を確認しなが

ら開発を進めていきたいと考えていま

す。 

方法書 

p.1-7 

(7) 

要約書 

p.7 
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7  施設開業するときには、現在の狭い

道路のままということで、この道路の

渋滞状況の予測も考慮されるというこ

とでよろしいか。 

 大気質、騒音・振動の項目において渋

滞発生の有無も踏まえて予測を行いま

す。また、交通量という配慮項目を設定

し配慮事項として交通解析を行い整理

します。その旨を方法書からの変更点

として準備書に記載します。 

方法書 

p.4-3,4 

（233, 

234） 

要約書 

p.26 

巻 末 資

料①② 

8  供用後の施設の稼働時間はどのよう

にお考えか。24 時間稼働ということも

あり得るという理解でよろしいか。 

 供用開始後の利用時間は入居するテ

ナントにより異なると想定しますが、

物流施設という性格上 24 時間稼働と

いうのも十分考えられるため、現施設

（長町Ⅰ）の運用を参考に稼働時間を

想定します。 

－ 

2) 審査会後の指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

9  施設内には屋上庭園が造られるよう

だが、その他の部分の緑地はどのよう

に計画されているか。 

平面図などで示すことは可能か。 

 基本計画を検討中であり、準備書に

記載します。 

－ 

10  基礎工の実施に伴い発生した濁水は

処理後下水道へ排水する計画とある

が、排水量はどの程度か試算されてい

るか。 

また、排水の受け入れについて市の担

当部局への相談は、すでにされている

か。 

 工事計画についてはこれから検討す

るため、排水量については現時点では

想定できておらず、市の担当部局への

相談も実施できておりません。 

 今後、施設計画が固まったのち、工

事計画を検討し、準備書にその結果を

記載します。 

方法書 

p.1-13 

(13) 

要約書 

p.13 

11  前所有者の実施となるが、現在の施

設の解体後に土壌汚染対策法に基づい

た土壌の調査等が行われると思う。 

使用されていた特定有害物質について

教えてほしい。 

環境影響評価項目の工事中の配慮事項

として有害物質が挙げられているの

で、有害物質名を記載しておいたほう

がいいと思う。 

前所有者が土壌汚染状況調査を実施

し、仙台市長に報告することとなりま

す。現段階では事業者が知る得る情報

ではないため、方法書段階では示すこ

とができません。 

なお、土壌汚染状況調査の結果を報

告した後、仙台市長が要措置区域、又

は形質変更時要届区域に指定し、仙台

市 HP に基準を超過した場合に特定有

害物質の種類等が掲載される予定です

ので、公示の情報を踏まえて特定有害

物質等の情報を準備書に記載します。

方法書 

p.1-13 

(13) 

要約書 

p.13 
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2．地域の概況 

1) 審査会（令和 5年 8月 30 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

- （なし）   

2) 審査会後の指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1  配慮が必要な施設のプロットに関

して、敷地の近くに「なのはな園」と

いう児童発達支援施設があるが、配慮

が必要な施設には入らないのか。 

 なのはな園を追加します。その旨を

方法書からの変更点として準備書に

記載します。 

方法書 

p.3-140, 

144 

(158,162) 

要約書 

p.23 

巻末資料 

③④⑤ 

2  今回出典とされている「せんだいく

らしのマップ」に情報はないが、市の

HP「児童福祉法関連のサービスを提供

する各施設の概要」（担当：健康福祉局

障害者支援課）の一覧に掲載がある。

この一覧にある施設についても、配慮

が必要な施設等とされてはいかがか。

 「児童福祉法関連のサービスを提供

する各施設の概要（健康福祉局障害者

支援課）」を出典に追加しします。そ

の旨を方法書からの変更点として準

備書に記載します。 

方法書 

p.3-140, 

144 

(158,162) 

要約書 

p.23 

巻末資料 

③④⑤ 

3  郡山住宅児童公園は、「せんだいく

らしのマップ」に公園として掲載はさ

れていないが、事実上公園とみなせる

ので、公園一覧に加えていただけない

か。 

 郡山住宅児童公園を追加します。そ

の旨を方法書からの変更点として準

備書に記載します。 

方法書 

p.3-96,97 

(114,115)

要約書 

p.22 

巻末資料 

⑥⑦ 
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3．大気質 

1) 審査会（令和 5年 8月 30 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 要約書 p.30 の供用施設が稼働した後

の大気質の影響評価について、トラック

が渋滞して、一箇所に止まっている状態

を考慮するということなので、トラック

の滞留時間を考慮した予測とすること

を記載してほしい。 

ご指摘を踏まえ走行速度に考慮し

て予測します。 

その旨を方法書からの変更点とし

て準備書に記載します。 

方法書 

p.4-13 

(243) 

要約書 

p.30 

巻末資料

⑧ 

2 予測地域を南東側の 1 点だけとした

理由について、教えていただきたい。 

最も影響が大きい道路として南側

の道路を想定し選定しました。 

施設からの右折車両に伴う渋滞を

想定し、南側道路の西側に予測地点を

追加します。その旨を方法書からの変

更点として準備書に記載します。 

方法書 

p.4-10 

(240) 

要約書 

p. 28 

巻末資料

⑧ 

3 最大着地濃度地点のデータもできる

と思うので、最も影響の大きいところと

その濃度も計算していただきたい。 

 道路端から 200ｍ程度の範囲を予

測しますので、その中で最大着地濃度

地点が明らかになると考えています。

その旨を方法書からの変更点として

準備書に記載します。 

方法書 

p.4-13 

（243） 

要約書 

p.30 

巻末資料

⑨ 

2) 審査会後の指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

4 供用による影響について、予測は関

係する車両の台数から行われるようだ

が、車が施設に入って終わりとなる他

の施設とは異なり、施設内に入ってか

らも車両は相当の距離、停止や発進を

繰り返して移動し、また倉庫が 5 階ま

であるように施設内を上ることが予想

される。 

上り発進では大気汚染物質の排出量

が非常に増えると考えられる。（大学の

近くのバス停で二酸化窒素を測定した

ところ、普通の車 100 台とバス 1 台が

ほぼ等しい寄与であった。） 

このような状態を考慮した予測を行

っていただきたい。 

 ご指摘を踏まえて建物内を走行す

る大型車を想定し、予測を行います。

 その旨を方法書からの変更点とし

て準備書に記載します。 

方法書 

p.4-13 

（243） 

要約書 

p.30 

巻末資料

⑨ 
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5 6 階には託児所が計画されているよ

うなので、大気汚染物質の高さ方向の

予測もしていただけると安心につなが

るのではと思う。 

(この場合排出源は、5階まで上る車

を加味してほしい。） 

 前述のとおり、各フロアで発生する

排ガスを想定した予測を行います。 

 その旨を方法書からの変更点とし

て準備書に記載します。 

方法書 

p.4-13 

（243） 

要約書 

p.30 

巻末資料

⑨ 
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4．騒音 

1) 審査会（令和 5年 8月 30 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 24時間稼働が想定されているのであ

れば、自動車交通に関する調査は 24時

間行っていただきたい。 

 調査の時間帯については、24 時間

連続、騒音振動測定と交通量の観測を

する予定です。 

 その旨を方法書からの変更点とし

て準備書に記載します。 

方法書 

p.4-15 

(245) 

要約書 

p.32 

巻末資料

⑩ 

2 調査項目である交通量の内容に、交

通量と走行速度の項目が挙げられてい

るものの、調査方法には走行速度の記

述が抜けている。ぜひ走行速度も測定

していただきたい。 

というのは、同じ交通量でも、渋滞

して全く動かない場合と、走行してい

る場合との 2 種類ある。どれぐらいの

速度で走行しているか非常に重要であ

る。自動車からの排出ガスも速度に関

係してくるので、調査をお願いしたい。

また、速度調査もどのように調査す

るのか具体的に記載いただきたい。そ

の瞬間のスピードガン調査になるの

か、2 地点での旅行時間での調査にな

るのか併せて検討してほしい。 

 方法書の表 4.2-13 に走行速度の調

査方法を記載します。 

車速の測定は、方向別に大型車、小

型車の区分において、昼（6 時～22

時）、夜（22 時～6時）各 10 台を対象

に計測するとともに、渋滞時の走行速

度を計測します。計測は 2地点間を通

過する時間をストップウォッチにて

測定します。その旨を方法書からの変

更点として準備書に記載します。 

方法書 

p.4-15 

(245) 

要約書 

p.32 

巻末資料

⑩ 

3 騒音の予測地点について、要約書

p.33 にある南側の道路が No.4 だけと

いうのは、少ないと思う。というのは、

メインが右折入出庫で西側に抜けると

言っているのに、測定する地点が東側

というのは矛盾しているため西側でも

測定していただきたい。 

No.4 にしたのは、両方の交差点の信

号の影響を受けにくいところで、安定

した値が欲しかったのだろうと推測す

るが、この信号の影響、それから右折

車の影響も考慮した上で調査、評価を

していただきたい。 

西側の予測地点については、要約書

P33 の No.5 地点においても、現況調

査と予測を行う考えです。 

また、施設からの右折車両を考慮

し、南側道路の西側に調査・予測地点

を追加します。その旨を方法書からの

変更点として準備書に記載します。 

方法書 

p.4-16 、

17,20 

(246 

247,250) 

要約書 

p.32，33，

35 

巻末資料

⑪⑫⑬⑭ 

4 計画地南側の道路はかなり道が狭く

て、物流施設という性質上大型車が通

ると思われるので、交通量だけではな

く、走行速度も大型車、小型車別に調

査、予測いただきたい。 

 大型車、小型車別の走行速度を計測

します。その旨を方法書からの変更点

として準備書に記載します。 

方法書 

p.4-15 

(245) 

要約書 

p.32 

巻末資料

⑩ 
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2) 審査会後の指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

5 なのはな園への配慮が必要であると

する場合、配慮のレベルにもよるが、各

項目の予測地点・予測範囲についても

適宜確認をお願いしたい。 

なのはな園を予測地点 No.7 として

追加します。その旨を方法書からの変

更点として準備書に記載します。 

方法書 

p.4-

16,17,18 

（246,247

,248） 

要約書 

p.32,33, 

34 

巻末資料 

⑪⑫⑬ 
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5．動物・植物 

1) 審査会（令和 5年 8月 30 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 今回の調査では植物に関して樹種の

量だけを見るとのことだが、北側に神

社や小学校があり、範囲は狭いが結構

緑が豊かにあるため、例えば日当たり

が変化することによってのその動植物

への影響はどうなのかなど、その辺り

少しは見ていただいた方がいいと思

う。 

今回の方法書の中では、計画地が

既に工場として使われており、貴重

な動植物は存在しないため動物、植

物は選定していません。 

日照の変化に伴う動植物の変化の

ような二次的な変化については、方

法書の中で想定していません。 

別紙のとおり、3時間日影線は神社

にかからない状況です。 

方法書 

p.4-5 

(235) 

要約書 

p.26 

巻末資料

⑮ 

2 旧笊川流域は動植物のアセスメント

の対象とはならないのか。 

本事業の実施により、旧笊川は直

接改変することなく、また、工事中・

存在・供用において公共水域への排

水を行わないこと、対象地域まで 500

ｍ以上離れていることから動物、植

物の対象から除外しています。 

－ 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

- （なし）   
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6．自然との触れ合いの場 

1) 審査会（令和 5年 8月 30 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

- （なし）   

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 隣接の郡山住宅児童公園への配慮は

必要ないのか。 

ご指摘を踏まえて触れ合い活動の

場の調査地点として設定します。 

その旨を方法書からの変更点とし

て準備書に記載します。 

方法書 

p.4-41,42

(271,272)

要約書 

p.51,52 

巻末資料

⑯⑰ 

2 郡山住宅児童公園への配慮が必要で

あるとする場合、配慮のレベルにもよ

るが、各項目の予測地点・予測範囲に

ついても適宜確認をお願いしたい。 

郡山住宅児童公園については、自然

との触れ合いの場において調査・予測

地点に追加します。その旨を方法書か

らの変更点として準備書に記載しま

す。 

方法書 

p.4-41,42

(271,272)

要約書 

p.51,52 

巻末資料

⑯⑰ 
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7．廃棄物等 

1) 審査会（令和 5年 8月 30 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 施設の利用目的のメインが物流倉庫

であるが、地域住民に開かれた施設の

併設を検討するということで、廃棄物

の発生予測に関しては、かなり幅が出

てくると考えられる。 

今後その施設の内容が変わってきた

タイミング等々で、丁寧な発生予測の

見直しと、再生利用の検討の見直しを

行っていただきたい。できれば、現在

の書類の中にも、明記していただきた

い。 

現在まだ誘致するテナントも業種

も決まっていません。ただし、ある程

度想定しないと発生量が算出できな

いため、準備書作成段階で誘致を想

定する業種をある程度決め、廃棄物

等の発生量を予測します。 

再生利用については、基本的に極

力廃棄物として発生させないことを

考えていますが、具体の計画につき

まして可能な限り準備書の中に記載

します。 

準備書作成後でも少し計画が進め

ば、次の評価書の中で記載をするこ

とも検討します。 

その旨を方法書からの変更点とし

て準備書に記載します。 

方法書 

p.4-45 

(275) 

要約書 

p.55 

巻末資料

⑱ 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

- （なし）   
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方法書から変更する点 



4-3 

(243) 

表 4.1-2 環境影響評価項目の選定 

4-3 
(233) 

赤文字は方法書からの変更箇所

審査会の指摘事項の対応（ 事業計画、全般的事項 No.7 ） 

巻末資料① 
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表 4.1-3(1) 環境影響評価項目の選定結果まとめ(1/3)

環境影響要素 選定※1 環境影響要因 選定/非選定の理由

大
気
質

二酸化窒素
○ 工事

・資材等の運搬 

・重機の稼働

工事用車両の走行、重機の稼働に伴う排出ガスによる周辺の

住居等への影響が考えられることから、一般項目とする。 

－ 供用
・施設の稼働 二酸化窒素の影響が考えられるような大規模なボイラー等

燃焼施設の設置は予定していないため、非選定とする。

○ 供用
・資材・製品・人等の

運搬・輸送

製品等の運搬に伴う排出ガスによる周辺の住居等への影響

が考えられることから、一般項目とする。 

浮遊粒子状

物質 
○ 工事

・資材等の運搬 

・重機の稼働

工事用車両の走行、重機の稼働に伴う排出ガスによる周辺の

住居等への影響が考えられることから、一般項目とする。 

－ 供用
・施設の稼働 浮遊粒子状物質の影響が考えられるような大規模なボイラ

ー等燃焼施設の設置は予定していないため、非選定とする。

○ 供用
・資材・製品・人等の

運搬・輸送

製品等の運搬に伴う排出ガスによる周辺の住居等への影響

が考えられることから、一般項目とする。 

粉じん 
○ 工事

・切土・盛土・発破・

掘削等

掘削等工事において、発生する粉じんによる周辺の住居等へ

の影響が考えられることから、一般項目とする。

騒
音

騒音 

○ 工事

・資材等の運搬

・重機の稼働

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音、重機の稼働に伴う建

設作業騒音による周辺の住居等への影響が考えられること

から、一般項目とする。

※ 供用

・施設の稼働 発生源として、屋外では空調の室外機が、屋内ではフォーク

リフト、自動倉庫、段ボール圧縮機等があり、影響は小さい

と考えられるが、近隣に住居等があることから、配慮項目と

する。

○ 供用
・資材・製品・人等の

運搬・輸送

製品等の運搬に伴う騒音による周辺の住居等への影響が考

えられることから、一般項目とする。

振
動

振動 

○ 工事

・資材等の運搬

・重機の稼働

工事用車両の走行に伴う道路交通振動、重機の稼働に伴う建

設作業振動による周辺の住居等への影響が考えられること

から、一般項目とする。

※ 供用

・施設の稼働 発生源として、屋外では空調の室外機が、屋内ではフォーク

リフト、自動倉庫、段ボール圧縮機等があり、影響は小さい

と考えられるが、近隣に住居等があることから、配慮項目と

する。

○ 供用
・資材・製品・人等の

運搬・輸送

製品等の運搬に伴う振動による周辺の住居等への影響が考

えられることから、一般項目とする。

低
周
波
音

低周波音 

※ 供用

・施設の稼働 発生源として屋外では空調の室外機が考えられ、影響の小さ

いものを設置するが、近隣に住居等があることから、配慮項

目とする。

悪
臭

悪臭 
－ 供用

・施設の稼働 悪臭を発生させる施設の設置は予定していないため、非選定

とする。

そ
の
他

交通量 
※ 工事

・資材等の運搬 工事用車両の走行に伴い周辺道路の渋滞が考えられること

から配慮項目とする。 

※ 供用
・資材・製品・人等の

運搬・輸送

製品等の運搬に伴い周辺道路の渋滞が考えられることから

配慮項目とする。 

※1 「選定」欄の記号は右のとおり。○：一般項目、◎：重点化項目、※：配慮項目、－：非選定。 な

お、同種事業（大規模建築物の建築）で典型的に選定される組合せ（要因×要素）について、本事業

の特性を勘案し非選定とした場合に非選定理由を示した。 

4-4 
(234) 

赤文字は方法書からの変更箇所

審査会の指摘事項の対応（ 事業計画、全般的事項 No.7 ） 

巻末資料② 
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(243) 

赤文字は方法書からの変更箇所

審査会の指摘事項の対応（ 地域の概況 No.1、2 ） 

巻末資料③ 
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(243) 

赤文字は方法書からの変更箇所

審査会の指摘事項の対応（ 地域の概況 No.1、2 ） 

巻末資料④ 
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赤枠は方法書からの変更箇所 

審査会の指摘事項の対応（ 地域の概況 No.1、2 ） 

巻末資料⑤ 
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赤文字は方法書からの変更箇所

審査会の指摘事項の対応（ 地域の概況 No.3 ） 

巻末資料⑥ 
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赤枠は方法書からの変更箇所 

審査会の指摘事項の対応（ 地域の概況 No.3 ） 

巻末資料⑦ 

3-97 
(115) 
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(243) 

赤文字は方法書からの変更箇所

審査会の指摘事項の対応（ 3．大気質 No.2 ） 

巻末資料⑧ 

4-10 
(240) 

大気質調査地点 

● 沿道大気測定地点 

■ 一般環境測定局（長町） 

大気質予測地点 

▲ 沿道大気予測地点 
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5) 供用による影響（資材・製品・人等の運搬・輸送）  

(1) 予測内容及び予測方法 

予測内容及び予測方法は表 4.2-9 に示すとおりである。  

表 4.2-9 予測内容及び予測方法（大気質：供用時の資材・製品・人等の運搬・輸送による影響）  

予測内容 予測方法 

資材・製品・人等の運

搬・輸送に係る二酸

化窒素及び浮遊粒子

状物質の大気中濃度 

・予測方法は、想定される事業関係車両の台数 から、窒素酸化物及び

浮遊粒子状物質の排出量を算出し、大気拡散式（有風時：プルーム

モデル、無風時：パフモデル）等により長期（年間）平均濃度を算

出する方法とする。  

・予測にあたっては、計画地南側の長町籠ノ瀬線（主要地方道 90 号）

を走行する車両からの排ガスと共に、場内及び建物内を走行する車

両の排ガスを考慮する。

(2) 予測地域等 

予測地域は、調査地域と同様とする。予測地点は、図 4.2-1 に示した 2 地点とし、予測高

さは、地上 1.5ｍを基本とする。 

なお、予測結果は最大着地濃度地点についても整理する。 

(3) 予測対象時期 

予測対象時期は、事業が定常的となる時期のうち、事業関係車両の台数が比較的多くなる

繁忙期とする。 

3 評価 

1) 回避・低減に係る評価 

(1) 工事による影響 

予測結果を踏まえ、資材等の運搬及び重機の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の

影響及び切土・盛土・発破・掘削等の工事に伴う粉じんの影響について、工事手法、保全対

策等により実行可能な範囲で回避・低減が図られているか否かを判断する。  

(2) 供用による影響 

予測結果を踏まえ、施設の稼働及び資材・製品・人等の運搬・輸送に伴う二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の影響について、保全対策等により実行可能な範囲で回避・低減が図られて

いるか否かを判断する。  

2) 回避・低減に係る評価 

環境影響要因ごとに、予測結果が表 4.2-10 に示す基準等との整合が図られているかを評価

する。  

赤文字は方法書からの変更箇所

審査会の指摘事項の対応（ 3．大気質 No.1,3,4,5 ） 

巻末資料⑨ 
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4.2.2  騒音 

1 現況調査  

1) 調査内容 

調査内容は表 4.2-11 に示すとおりである。  

表 4.2-11 調査内容（騒音） 

項目  調査内容  

①騒音レベル ・環境騒音  

・道路交通騒音 

②交通量等  ・車種別時間別交通量（24 時間）、走行速度 

③その他  ・道路構造、発生源の状況、伝搬に影響を及ぼす地形等の状況、周辺の人

家・施設等の状況  

2) 調査方法 

既存資料調査の方法は表 4.2-12 に、現地調査の方法は表 4.2-13 に示すとおりである。  

表 4.2-12 既存資料調査方法（騒音） 

項目 調査方法 

①騒音レベル 「公害関係資料集」（仙台市）等から、調査地域の道路交通騒音のデータ

を収集し、整理する。（調査範囲の環境騒音のデータはない。）

②交通量等 「全国道路街路交通情勢調査（道路交通センサス）」や「仙台市交差点交

通量」から交通量のデータを収集し、整理する。 

③その他 「公害関係資料集」（仙台市）等から、騒音に係る苦情の状況及び発生源

の状況等を収集し、整理する。 

表 4.2-13 現地調査方法（騒音） 

項目 調査方法 

①騒音レベル 「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 9 月 30 日、環境庁告示第

64 号）及び関連通知（平成 10 年 環大企第 257 号）に定める方法、JIS 

Z 8731:1999「環境騒音の表示・測定方法」に準じる測定方法とする。 

②交通量等 自動車交通量は大型車及び小型車の 2 車種について、方向別・車線別に

カウンターを用いて 24 時間の調査を実施する。運行道路の沿道状況は

目視確認、道路形状は直接計測する。  

走行速度については、方向別に大型車、小型車の区分において、昼（6 時

～22 時）、夜（22 時～6 時）各 10 台を対象に計測するとともに、渋滞時

の走行速度も計測する。計測は 2 地点間を通過する時間をストップウォ

ッチにて測定する方法とする。

③その他 現地踏査により周辺の状況を確認する。 

審査会の指摘事項の対応（ 4．騒音 No.1,2,4 ） 

赤文字は方法書からの変更箇所

巻末資料⑩ 
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審査会の指摘事項の対応（ 4．騒音 No.3,5 ） 

巻末資料⑪ 

赤文字は方法書からの変更箇所
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赤枠は方法書からの変更箇所 

審査会の指摘事項の対応（ 4．騒音 No.3,5 ） 

巻末資料⑫ 
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赤枠は方法書からの変更箇所 

審査会の指摘事項の対応（ 4．騒音 No.5 ） 

巻末資料⑬ 
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(249) 
4-20 
(250) 

赤文字は方法書からの変更箇所

審査会の指摘事項の対応（ 4．騒音 No.3 ） 

巻末資料⑭ 
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3 時間日影線 

審査会の指摘事項の対応（ 5．動物・植物 No.1 ） 

諏訪神社

※2023 年 8 月時点の建築計画を基にした日影線であり、今後、計画の変更に伴い日影線

の変更もあるが、北側の神社や小学校に日影がかかるような大きな変更ではない。 

施設の日影と諏訪神社（冬至日） 

巻末資料⑮ 
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3) 調査地域等  

既存資料調査の調査地域は、「第 3 章 地域の概況」と同様とする。  

現地調査については、本事業の実施により触れ合いの場への直接的・間接的影響が想定さ

れる地域として、計画地より 500m の範囲を調査地域とする。調査地点は、触れ合いの場への

影響内容、アクセスルートとの重なりを踏まえ、表 4.2-54 及び図 4.2-7 に示す 3 地点とす

る。    

表 4.2-54 現地調査地点（自然との触れ合いの場）  

番号 調査地点 計画地からの距離 備考 

1 あすと長町中央公園 約 500ｍ 

・当地へのアクセスルートと工事用車両等

の主要な走行経路との重なりによるアク

セス性への影響の可能性がある。  

2 郡山五丁目公園 約 50ｍ 
・計画地に近く、工事中の騒音の影響の可

能性がある。  

3 郡山住宅児童公園 約 5ｍ
・計画地に最も近く、工事中の騒音の影響

の可能性がある。  

4) 調査期間等  

既存資料調査については、入手可能な最新情報とする。  

現地調査については、2 季（夏～秋季、冬季）とする。また、自然との触れ合いの場の利

用がピークとなる時期・時間帯や天候等にも配慮して調査期間を設定する。  

審査会の指摘事項の対応（ 6．自然との触れ合いの場 No.1,2 ） 

赤文字は方法書からの変更箇所

巻末資料⑯ 
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3

3 郡山住宅児童公園

赤枠は方法書からの変更箇所 

審査会の指摘事項の対応（ 6．自然との触れ合いの場 No.1,2 ） 

巻末資料⑰ 
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4.2.9 廃棄物等  

1 現況調査  

現況調査は実施しない。  

2  予測    

1) 工事による影響（切土・盛土・発破・掘削等、建築物等の建築）  

(1) 予測内容及び予測方法 

予測内容及び予測方法は表 4.2-57 に示すとおりである。 

表 4.2-57 予測内容及び予測方法（廃棄物：工事による影響）

予測内容 予測方法 

①廃棄物の発生量及び再資

源化率 

・事業計画及び事例の引用・解析等により、工事中の建設廃材

等について廃棄物の種類ごとの発生量を推定するものとし、

併せて廃棄物の再資源化率を推定する。 

②掘削等に係る残土の発生

量及び有効利用

・事業計画及び事例の引用・解析等により、工事による残土の

発生量を算定するものとし、併せて有効利用率を推定する。 

(2) 予測地域等  

予測地域は、計画地とする。  

(3) 予測対象時期  

予測対象時期は、工事期間全体とする。  

2) 供用による影響（施設の稼働） 

(1) 予測内容及び予測方法 

予測内容及び予測方法は表 4.2-58 に示すとおりである。  

表 4.2-58 予測内容及び予測方法（廃棄物：供用による影響）

予測内容 予測方法 

・施設の稼働に伴う廃棄物

の発生量 

・事業計画及び事例の引用・解析等により、事業活動等に伴う廃

棄物の種類ごとの発生量を推定するものとし、併せて廃棄物の

再資源化率を推定し、廃棄物の処分方法を明らかにする。  

・予測にあたっては、物流倉庫から発生する廃棄物の他、託児所

など物流倉庫以外のテナントからの廃棄物についても考慮す

る。

(2) 予測地域等  

予測地域は、計画地とする。  

(3) 予測対象時期  

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態となる時期とする。  

赤文字は方法書からの変更箇所
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